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広報伊丹■２０２１（令和３）年３月１日 第１４４１号（４）

各種相談窓口
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主な融資制度

主な助成金制度

固定資産税・都市計画税の軽減措置
中小事業者等（個人・法人）の所有する事業用家屋、償却

資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置の受け付けは
２月１日に終了しました。
やむを得ない理由により期限までに申告ができなかった場

合は、理由書を添えて申告することができます。理由書は市
役所２階の資産税課で配布（市ホームページからダウンロー
ドも可）。

市資産税課!７８４－８０２３
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◎傷病手当金
【対象】①市国民健康保険か②後期高齢者医
療保険に加入し、給与収入があり令和２年１
月１日～３年６月３０日に▷新型コロナウイル
ス感染症に感染した▷発熱などの症状があ
り、感染が疑われる――人。
【支給開始日】働けなくなった日が３日続い
た後、次に働けなくなった日から。
【支給額】直近の継続した３カ月間の給与収
入の合計額を就労日数で除した金額×２／３
×日数（上限あり）。事業主と医療機関の証
明が必要。申し込みは郵送で。

①市国保年金課!７８４-８０４０
②市後期医療福祉課!７８４-８０４１

◎住居確保給付金
賃貸住宅に住む人の家賃を次の通り補助し

ます。
【補助期間】原則３カ月まで（条件により、
最大１２カ月まで延長可）。
【対象】賃貸住宅に住み、次のいずれかに該
当する人▷離職・廃業した日から２年以内▷ 
感染症の影響など、個人の都合によらず収入
を得る機会が減少し、離職や廃業と同等の状
態にある。収入、貯蓄額、就職活動実施など
要件あり。１度支給を受けていた人も、再度
申請可。
申し込みは、くらし・相談サポートセンタ 

ー!７８０-４３４４へ。要予約。
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◎新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・給付金
国は、事業主から休業手当を受け取ってい

ない中小企業で働く従業員（パート・アルバ
イト含む）に対して、日額最大１万１０００円を
直接支給します。短時間勤務、シフトの日数
減少なども対象。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金コールセンター"®０１２０-２２１-２７６（午
前８時半～午後８時。土・日曜、祝日は午後
５時１５分まで）
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国・市税の納付延期と猶予制度など国民健康保険税・後期高齢者医療制度保険料・介護保険料の減免
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【税金の手続き期限延期】期限までに①個人・法人市

民税②固定資産税③軽自動車税④市たばこ税⑤国税

――などの納税や手続きができない場合は相談を。

【⑥市税の猶予制度】

▷財産に相当な損失が生じた▷本人か家族が感染し

た▷事業を廃止か休止した▷事業に著しい損失を受け

た――場合は相談を。

【⑦軽自動車税の郵送による手続き】原動機付自転車

の標識交付や軽自動車税の減免手続きを

郵送で受け付けます。必要書類などは市

ホームページ（二次元コードから読み取

り可）で確認を。

①③④⑦市市民税課!７８４-８０２２②市資産税課!７８４-

８０２３⑤伊丹税務署!７７９-６１２１⑥市徴収課!７８４-８０２６

令和２年２月１日～３年３月３１日までの納期限が設定された元年度・２年度分の❶国民

健康保険税❷後期高齢者医療制度保険料❸介護保険料を次の通り減免します。

【対象】感染症の影響により▷主たる生計維持者の事業収入などが前年より３割以上減少

した（減少見込みの所得以外の前年所得合計額が４００万円以上の場合か、❶❷は前年の合

計所得が１０００万円以上の場合は除く）▷主たる生計維持者が死亡か重篤な傷病を負った▷

主たる生計維持者が解雇された・倒産した（❸のみ）――世帯。

【申請期限】３月３１日まで。

❶市国保年金課!７８４-８０４０❷市後期医療福祉課!７８４-８０４１❸市介護保険課!７８４-８０３７

水道料金など納入の相談

収入が大幅に減少したなどの事情により水道料金・下水道使用料の支払いが難しい人を

対象に相談を受け付けています。

市上下水道局水道サービスステーション!７８３-１６０１

問い合わせ先

県地域金融室
!０７８－３６２－３３２１

内容

【信用保証料】減免あり
【利率】当初３年間０％
【期間】１０年以内
【限度額】６０００万円

対象

セーフティネット保証
（４・５号）、危機関連保
証の認定を取得した中小
企業者、個人事業主

融資名

新型コロナウイルス
感染症対応資金

電話番号

!０７８－３６７－０８５０

!７７２－６２２４

!０７８－２２１－５４４０

!０７８－３６２－３３２１

!０７８－９７７－９０７９

!７７５－１２２１

!０６－６４１１－４１４６

!０７８－９７７－９０８５

問い合わせ先

兵庫労働局総合労働相談コー
ナー

伊丹総合労働相談コーナー

ハローワーク助成金デスク
（兵庫労働局職業安定部職業
対策課）

兵庫県金融対策特別相談窓口
（県地域金融室）

兵庫県金融対策特別相談窓口
（ひょうご・神戸経営相談セ
ンター）

伊丹商工会議所
兵庫県信用保証協
会

兵庫県よろず支援
拠点

新型コロ
ナウイル
スに関す
る経営相
談窓口

内容

一般的な
労働相談

助成金に関する
相談

資金繰りに関す
る相談

その他中小企業
・小規模事業者
の経営に関する
相談

問い合わせ先

学校等休業助成金・支援
金、雇用調整助成金コール
センター
"®０１２０－６０－３９９９
（受付時間：午前９時～午後
９時）

内容

小学校などの臨時休業などに伴う、保護者の休暇
取得を支援。労働者を雇用する事業者向けの制度
（助成金）と個人事業者向けの制度（支援金）

一定の要件を満たす場合、休業手当などの最大１０
/１０を助成（日額最大１万５０００円）。現行の特例措
置については、緊急事態宣言が全国で解除された
月の翌月末まで延長予定

制度名

新型コロナウイルス感染症
による小学校休業等対応助
成金・支援金

雇用調整助成金




